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６月 21日以降の政府における感染対策等について 

（情報共有） 

2021年６月 21日 

日本商工会議所 

新型コロナウイルス感染症対策室 

 

１．緊急事態宣言等の解除 

（１）緊急事態宣言 

① 緊急事態措置を実施すべき期間：令和３年７月 11日までとする。 

② 緊急事態措置を実施すべき区域：沖縄県の区域とする。 

（２）まん延防止等重点措置 

① まん延防止等重点措置を実施すべき期間：７月 11日までとする。 

② まん延防止等重点措置を実施すべき区域：北海道、埼玉県、千葉県、東京都、 

神奈川県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県及び福岡県の区域とする。 

 

 

（参考）宣言解除決定時の緊急事態宣言区域等の状況（アドバイザリーボード資料抜粋） 
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２．令和３年６月 21日以降における取組み（コロナ対策本部資料抜粋） 
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３．経済支援策の全体像（コロナ対策本部資料抜粋） 
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４．今後のイベント開催制限 
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（参考）東京都のイベントに係る感染対策（東京都資料） 

 

 


